
入所	利用者負担説明書	
当施設の利用者負担につきましては、以下をご参照ください。	

（１）基本料金 
	 介護保健施設サービス費（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なり

ます。以下は１日あたりの自己負担分です。） 
	 	 	 	 ・要介護１	 	 	 ８１２円	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・要介護１	 	 	 ７３３円 

	 	 	 	 	 	 	 ・要介護２	 	 	 ８８６円	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・要介護２	 	 	 ８０４円 
	◆多床室   ・要介護３	 	 	 ９４８円	 	 	 	 ◆従来型個室	 	 ・要介護３	 	 	 ８６６円 

・要介護４	 １，００４円	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・要介護４	 	 	 ９２２円 
・要介護５	 １，０５９円	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ・要介護５	 	 	 ９７７円 

※外泊された場合、外泊初日と最終日以外は介護保健施設サービス費に代えて３６２円となります。	 	

外泊は１ヶ月につき６日を限度とします。 
 
（２）加算料金 
・入所後３０日間に限って、初期加算として１日あたり３０円が加算されます。 
・サービス提供体制強化加算（介護職員の総数のうち介護福祉士が６０％以上）として１日あたり１８円が	 	

加算されます。 
・夜勤職員配置加算として１日あたり２４円が加算されます。 

	 ・栄養マネジメント加算として１日あたり１４円が加算されます。 
・入所日から３ヶ月以内の期間、集中的にリハビリテーションを行った場合は、１回につき短期集中	 	 	 	

リハビリテーション実施加算として２４０円が加算されます。 
・入所日から３ヶ月以内の期間、認知症の方に集中的にリハビリテーションを行った場合は、認知症短期	 	

集中リハビリテーション実施加算として、１週間に３回を限度に１回につき２４０円が加算されます。 
・若年性認知症の方に対して介護保健施設サービスを行った場合、若年性認知症利用者受入加算として１日

あたり１２０円が加算されます。 
・単位ごとに固定した職員を配置した認知症専門棟に入所した場合は、１日あたり７６円が加算されます。 
・医師の指示せんに基づく療養食を提供した場合は、１日あたり１８円が加算されます。 
・口腔衛生管理体制加算として１カ月に１回、３０円が加算されます。 
・入所前後に居宅に訪問し、退所を目的にサービス計画及び診療方針をたてるにあたり、生活機能の具体的

な改善目標と、退所後の生活に係る支援計画を立てた場合、入所中１回に限り４８０円が加算されます。 
・退所時指導等加算として、１度の入所につき１回に限り、各々に下記の料金が加算されます。 

	 	 ①利用者及びその家族等に対し、居宅に訪問して退所前に療養指導を行った場合	 ‥‥‥‥‥	 ４６０円 
	 	 ②利用者及びその家族等に対し、居宅に訪問して退所後に療養指導を行った場合	 ‥‥‥‥‥	 ４６０円 
	 	 ③利用者及びその家族等に対し、退所時に退所後の療養指導を行った場合	 ‥‥‥‥‥‥‥‥	 ４００円 
	 	 ④利用者の主治医、又は居宅介護支援事業所、又は社会福祉施設等に対し、文書をもって利用者の処遇に

必要な情報を提供した場合	 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	 ５００円 
⑤医師が退所後に訪問看護の利用が必要と認め、訪問看護ステーションに対し、指示書を交付した	 	 	 	

場合‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	 ３００円 
・（１）と（２）の中で対象となるものの合計金額に３．９％を乗じた金額が、介護職員処遇改善管理加算と

して加算されます。 
 



（３）その他の料金 
	 	 ①食費（１日あたり） ‥‥‥‥‥‥	 １，７００円 
	 	 ②居住費（療養室の利用費）（１日あたり） 
	 	  ◆多床室	 ‥‥‥‥	 １，０００円	 	 	 	 	 	 ◆従来型個室	 ‥‥‥‥	 １，６９０円 

※介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は、食費及び居住費の料金が１日あたり次の通りとなります。 

	 	 	 	  第１段階 第２段階 第３段階 
食	 費 居住費 食	 費 居住費 食	 費 居住費 

多床室 ３００円 ０円 ３９０円 ３７０円 ６５０円 ３７０円 
従来型個室 ３００円 ４９０円 ３９０円 ４９０円 ６５０円 １，３１０円 

	 	  
③特別な室料（１日あたり） 
◆個室‥‥‥‥‥《４０３号室》１，５００円	 	 	 《４０５号室》２，０００円	  
◆２人部屋‥‥‥３００円 

④日用品費：次のＡ又はＢセットを選択していただきます。 
Ａセット【バスタオル・フェイスタオル・リンスインシャンプー・ボディソープ（ビオレＵ

又はミノン等）・ボディミルク・食事用おしぼり・歯磨き粉・ポリデント・入れ歯

安定剤等】（１日あたり）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	 ２００円 
	 	 	 	 	 	 Ｂセット【Ａセット＋箱ティッシュ・歯ブラシ・シェービングローション・サニーナ（おし

りの薬用洗浄剤）等】‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	 ３００円 
⑤教養娯楽費：音楽・手工芸・書道・園芸等を用いた趣味活動費（１日あたり）‥‥‥‥‥‥	 ３００円 
	 	 	 	 	 	 	 ※参加又は不参加を選択していただきます。 
⑥喫茶に係る費用（１日あたり）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	 ３００円 
⑦理美容代	 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	 １，５００円 
⑧通常の食事・おやつ以外に、必要となる補助食（１食につき）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	 １００円 
⑨おやつ代（１回／１週）‥‥‥‥	 １００円	 	 	 ⑩電気代（１点につき１日あたり）‥‥‥	５０円 
⑪インフルエンザ予防接種費用	 ‥‥‥	 実費 

 
（４）地域区分による料金の上乗せについて 
	 	 この度平成２７年度介護報酬改定において、「津市」が地域区分（※）の６級地の適用地域と設定されたた

め、介護保健施設サービス費と各種加算料金を合計した金額に２．７％を乗じた金額が上乗せされます（「（３）

その他料金」の費用は上乗せの対象になりません）。 
※国家公務員の地域手当に準じ、地域割りの区分を８区分にし、適応地域や上乗せ割合について見直され

たものです。 
 
（５）支払い方法 
・毎月１０日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の月末までにお支払いください。お支払い

いただきますと領収書を発行いたします。 
・お支払いは、現金または預金口座振替（手続きに２カ月ほどかかります）の方法があります。 
・月々の介護サービスの１割負担の合計金額が一定額を超えた場合は、高額介護サービス費の適用が	 	 	

受けられます。 


